
太陽光と蓄電池で

災害にも強い家に

断熱改修で

いつでも快適な家に

地球の未来も家計も救う

脱炭素補助金

申請には様々な要件がございます。まずは裏面をご覧ください。
より詳細な要件については、右の二次元コードから大和市のホームページをご覧ください。
【お問い合わせ】大和市 環境総務課 地球環境係

電話 ０４６－２６０－５４９３

作った電気は自宅で使いたい方

太陽光：１ｋＷあたり１万円(上限４万円)

蓄電池：上限３万円
※ ＦＩＴ認定を受けることが必要です。

戸建住宅の断熱改修

集合住宅の断熱改修

夏すずしく、冬あたたかい選べる２つのメニュー

太陽光：1ｋＷあたり７万円
蓄電池：価格の１／３
※ ＦＩＴ認定を受けないこと、作った電力の３

割以上は自宅で消費することが必要です。

必ず工事着工前にご申請ください

作った電気は高く売りたい方

注意！蓄電池は太陽光と同時設置の場合に限ります。

補助額：改修費用の１／３
上限額：１戸あたり１２０万円

補助額：改修費用の１／３
上限額：１戸あたり２０万円

作った電気を自宅で使うタイプの場合 戸建住宅の断熱改修の場合

たとえば７０万円を補助
５ｋＷの太陽光パネルと７ｋＷｈの蓄電池の設置の場合

たとえば６８万円を補助
リビングの天井・外壁・床・窓で１８３万円の工事の場合



大和市の脱炭素補助金 

太陽光発電設備と同時設置する蓄電池に関する補助 

作った電気は自分で使いたい方 

大和市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金 

 
作った電気は売りたい方 

大和市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 

太陽光：１ｋＷあたり７万円（上限なし） 

蓄電池：価格の３分の１（上限なし） 

※蓄電池は１ｋＷｈあたり１５．５万円以内の 

価格のものが対象です（工事費込、税抜）。 

補助内容 

太陽光：１ｋＷあたり１万円（上限４万円） 

蓄電池：上限３万円 

自己所有でも、０円ソーラーでも 

補助金を受けられます 
設置方法 

自己所有の場合のみ 

補助金を受けられます 

 ＦＩＴ・ＦＩＰ認定を受けないこと 

 発電した電力の３割以上を自家消費

すること 

 太陽光発電設備は１７年、蓄電池は６

年使用すること 

主な補助要件 

 ＦＩＴ認定を受けること 

令和７年４月１日～ 

令和８年１月３０日まで 
交付申請期間 

令和７年４月１日～ 

令和８年２月１３日まで 

工事完了後６０日以内又は 

令和８年２月２０日のいずれか早い日 
実績報告期限 

工事完了後３０日以内又は 

令和８年３月１３日のいずれか早い日 

 

既存住宅断熱改修に関する補助 

大和市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金 

補助内容 

補助額 補助対象経費の３分の１ 

上限額 

戸建住宅 
１戸あたり１２０万円 

※玄関ドアを改修する場合は上限５万円を含む 

集合住宅（個別） 

集合住宅（全体） 

１戸あたり１５万円 

※玄関ドアを改修する場合は上限５万円を追加 

主な補助要件 
 指定の高性能建材（断熱材・窓・ガラス・玄関ドア）を使用した改修であること 

 日中、長い時間を過ごす居室を中心に、決められた改修率要件を満たすこと 

交付申請期間 令和７年４月１日～令和７年１２月２６日まで 

実績報告期限 工事完了後６０日以内又は令和８年２月２０日のいずれか早い日 

 

必ず工事着工前にご申請ください。 

詳しくは右の二次元コードから大和市のホームページをご覧ください。 

国や県の補助金と併用できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

【お問い合わせ】大和市 環境総務課 地球環境係 電話 ０４６－２６０－５４９３ 


